
 

 

 

Ⅴ 保健事業 
 



 

 

１  保健事業実施計画（２期計画）の概要  

 

(1) 計画の趣旨  

近年、健康診査の結果や診療報酬明細書等の電子化の進展、国保データ

ベースシステム等の整備により、健康や医療に関する情報を活用して被保

険者の健康課題の分析や保健事業の評価等を行うための基盤整備が進んで

います。  

保健事業実施計画（２期計画）は、健康・医療情報等を活用しながらＰ

ＤＣＡサイクルに沿って効果的、効率的に保健事業を実施することにより、

高齢者の健康の保持増進、生活の質の維持向上を図るとともに、医療費の

適正化等を通じて、後期高齢者医療制度の持続的な安定運営を目指し策定

しています。  

 (2)計画の位置づけ  

   「 21 世紀における第２次国民健康づくり運動（健康日本 21（第２次）」

に示された基本方針を踏まえるとともに、栃木県健康増進計画「とちぎ健

康 21 プラン（２期計画）」、「栃木県医療費適正化計画（３期計画）」、栃木

県高齢者支援計画「はつらつプラン 21（７期計画）」及び市町で策定して

いる健康増進計画等との調和を図り策定しています。  

 (3) 計画期間  

平成 30（ 2018）年度から令和５（ 2023）年度までの６か年としています。  

 

《健康課題等と目的・目標の設定》  

  現状分析から健康課題等をまとめ、目的を設定して施策（対策の方向性）

の整理を行いました。目的を達成するため、５つの施策を掲げ、目標（成

果指標）を設定し、その進捗状況を評価し、保健事業の具体的な実施内容

の検討等に活用していきます。  

   【施策】    

 ①生活習慣病重症化予防対策の推進  

 ②フレイル対策の推進  

   ③健康診査の実施  

 ④医療費適正化の推進  

   ⑤市町・被保険者の主体的な取組への支援  
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《健康課題等のまとめ》  

 

現状分析から健康課題を①～⑦にまとめ、これを目的として新たな２つの施

策に取り組んでいきます。  

 

①  慢 性 腎 不 全 患者の 減 少          ⑤  骨 折 患者の 減 少  

②  脳 梗 塞 患 者 の減少                

③  循 環 器 疾 患 による 死 亡 率 の 減 少      ⑥  肺 炎 患者の 減 少  

④  健 康 診 査 結 果で「 医 療 未 受 診 者 の     

受 診 勧 奨 判 定 値 のうち 、 重 症 度 の     ⑦  筋 骨 疾 患 による 要 介 護 （ 要  

高 い レ ベ ル 」 の 人の減 少           支 援 ） 者 の減少  

                 

 

【 新 】  生 活 習 慣病 重症 化 予 防 対 策 の 推進    【 新 】  フレ イル 対 策 の 推 進   

                    

期 待 さ れ る 効 果 【全体 の 目 的 】      

健 康 寿 命 の 延 伸 と医療 費 適 正 化  

                 

                  

 

 健 康 診 査 の 実 施      医 療 費 適正化 の 推 進    市町・ 被 保 険 者 の 主 体

的 な 取 組 へ の 支 援      

 

現 状 分 析 か ら そ の 他 の 課 題 を ⑧ ～ ⑬ に ま と め 、 これを目的として３つの施策に

取り組んでいきます。  

そ の 他 の 課 題    

            

⑧  健 康 診 査 受 診率の 向 上  

⑨  歯 科 健 康 診 査実施 市 町 数 の 増 加  

⑩  重 複 ・ 頻 回 受診者 へ の 訪 問 指 導 による 改 善 割 合 の 増 加  

⑪  重 複 投 薬 者 等への 対 応  

⑫  ジ ェ ネ リ ッ ク医薬 品 の 使 用 促 進  

⑬  被 保 険 者 の 主体的 な 健 康 づ く り の機会 拡 大  
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２  生活習慣病重症化予防事業（平成 30 年度から実施）  

 

(1) 目的  

  健康診査の結果、生活習慣病が重症化するリスクが高いにもかかわらず

医療機関未受診である者に対し、人工透析への移行その他生活習慣病の重

症化を予防するため、受診勧奨、保健指導等を実施し、当該被保険者の生

活の質の維持及び向上を図るとともに、医療費の適正化に資することを目

的とします。  

 (2) 対象者選定基準  

  健康診査の結果が次のいずれかに該当する医療機関未受診者  

  ・ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ）が 7.4％以上、空腹時血糖が 140mg/dl 以上又

は随時血糖（食後 3.5 時間以上）が 140mg/dl 以上  

  ・尿タンパクが２＋以上  

  ・血清クレアチニン検査を行っている場合は、ｅＧＦＲが 40ml/分 /1.73

㎡未満  

  ・上記に掲げる場合のほか重症度の高いレベル  

  ・上記に該当する者のほか広域連合と市町が協議して必要と認めた被保

険者  

(3) 実施結果  

  平成 30 年度は 155 人に対して広域連合から文書による受診勧奨を実施

し、うち６人に対して保健指導を市町に委託し実施しました。  

 

３  フレイル対策事業  

 

(1) 目的  

フレイルの概念を高齢者及び高齢者にかかわる専門職等に周知し、予防

の重要性を認識して、高齢者のＱＯＬ（生活の質）の向上を図ることを目

的として実施しています。  

(2) 実施事業  

保健事業実施計画（２期計画）の初年度である平成 30 年度は、フレイ

ルの概念や予防の重要性を市町の高齢者にかかわる専門職等に周知する

ため、構成市町担当者に向けた研修会である保健事業担当者連絡会議に

おいて、フレイル対策に関する講演会を開催しました。  
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４  健康診査事業  

 

(1) 目的  

後期高齢者の健康診査は、生活習慣病を早期に発見して重症化の予防を

図るために、年度内１回無料で実施しており、実施にあたっては被保険者

の利便性を考慮し、広域連合が県内市町に委託して行っています。  

 

(2) 検査項目  

「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」第１条第１項第

１号から第９号まで（腹囲の検査は除く。）に規定する項目に準じ、下記の

項目について実施しています。  

 

区  分  検査項目  

質問項目  服薬・既往歴・生活習慣に関する項目、自覚症状等  

身体計測  身長、体重、ＢＭＩ、血圧  

理学的検査  理学的所見（身体診察）  

血液化学検査（脂質） 中性脂肪、ＨＤＬ・ＬＤＬコレステロール  

肝機能検査  Ａ Ｓ Ｔ （ Ｇ Ｏ Ｔ ）、 Ａ Ｌ Ｔ （ Ｇ Ｐ Ｔ ）、 γ － Ｇ Ｔ （ γ － Ｇ Ｔ Ｐ ）  

血糖検査※  空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ  

尿検査  尿糖、尿蛋白  

 ※空腹時血糖とヘモグロビンＡ１ｃのいずれか１項目を実施する。  

 

(3) 受診率の推移  

平成 30 年度の栃木県の受診率は 30.2％（暫定）となり、前年度より 0.9

ポイント上昇しています。  

                      (単位：％ ) 

 平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

栃木県  28.9 29.3 30.2 

全国平均  28.7 28.8 28.9（見込）  

 ※全国平均は、厚生労働省資料による。  
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５  歯科健康診査事業（平成 26 年度から実施）  

 

 (1) 目的  

後期高齢者の歯科健康診査は、肺炎等の疾病につながる口腔機能の低

下を予防することにより、健康の保持・増進、生活の質の維持・向上を

図るために、年度内１回無料で実施しており、実施にあたっては被保険

者の利便性を考慮し、広域連合が県内市町に委託して行っています。  

 

(2) 実施状況  

歯科健康診査事業は、平成 26 年度から日光市で実施が始まり、平成  

27 年度は９市町、平成 28 年度は 11 市町、平成 29 年度は 12 市町、平成

30 年度は宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、

矢板市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、野木町、塩谷町の 14 市町

で実施され、受診者は 1,216 人でした。  

  

(3) 検査項目  

  下記の項目について実施しています。  

①歯牙の状態  

②口腔清掃状態  

③歯周組織の状況  
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６  長寿・健康増進事業   

 (1) 目的  

   市町が実施する高齢者の健康づくりを推進する事業等に対して、国の特

別調整交付金（長寿・健康増進事業及び後期高齢者医療制度の保険者イン

センティブ）を活用し、その取組を支援することにより、高齢者の特性を

踏まえた多様な事業の実施を推進し、高齢者の健康の保持増進及び生活の

質の維持向上を図ることを目的に実施しています。  

平成 30 年度には、栃木県後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交

付金交付要綱を策定しました。   

  

(2) 事業実績  

事業分類  交付市町  

①  人間ドック等事業  

宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿

沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原

市・矢板市・さくら市・那須烏山市・下

野市・上三川町・益子町・茂木町・市貝

町・芳賀町・壬生町・野木町・塩谷町・

高根沢町・那須町  

②  健康診査等事業  
栃木市・日光市・小山市・那須塩原市・

茂木町・芳賀町・高根沢町  

③  フレイル対策事業  
鹿沼市・日光市・真岡市・那須烏山市・

下野市・市貝町・壬生町・那珂川町  

④  その他、高齢者の健康づくりを推

進する事業  

真岡市・矢板市  

⑤  健康診査（追加項目）  ※１  
足利市・栃木市・佐野市・日光市・那須

塩原市・壬生町・高根沢町・那珂川町  

⑥  健康教育・健康相談等  ※１  那須塩原市・益子町・茂木町・市貝町  

⑦  はり・きゅう等利用費助成  ※１  宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿

沼市  

⑧  ヘルスポイント事業   ※１  宇都宮市・足利市・栃木市・日光市・矢

板市・那須烏山市  

※１  特別調整交付金のうち、長寿・健康増進事業に該当する事業  
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７  健康づくり普及・啓発事業  

 

(1) 目的  

被保 険 者 一 人 ひ と り の 健康づくりに 関する意識を高め ることを目的

としています。  

 

（ 2）実施状況  

①健康づくり体験談募集事業の実施  

運動・暮らし・生きがい等の健康法とその効果について作文を募集し、 

優秀作品は広域連合のホームページや広報紙で周知紹介しました。  

・募集期間  平成 30 年８月１日から９月 28 日  

・対象者   後期高齢者医療制度に加入している本県の被保険者  

・応募件数  36 件  

・優秀作品  最優秀賞１件、優秀賞３件、佳作６件を表彰  

②ＡＳＰＯ健康特集の発行  

健康づくり体験談や健康食の紹介、高齢者の医療制度や保健事業につい

てのお知らせなどを掲載した新聞別刷を広報紙として発行し、被保険者や

その家族に健康に関する情報を広く周知しました。  

   ・発行日   平成 30 年８月４日（日）  

   ・発行部数  32 万部  

   ・その他   4,000 部を県内市町窓口等に配布   
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